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Ⅰ 当社の概況および組織に関する事項  

 

１．商 号               光 世 証 券 株 式 会 社 

               The Kosei Securities Co．，Ltd． 

 

２．登 録 年 月 日               2007 年９月 30 日 

  （登録番号）               （近畿財務局長（金商）第 14 号 ） 

 

３．沿革および経営の組織 

 

（１）会社の沿革 

 

当社は、1961 年４月 21日、創業者巽悟朗により大阪市東区（現中央区）に証券業を目的とす 

る「光世証券株式会社」として設立されました。 

  

創業後の経過の概要は次のとおりであります。 

 

年 月 沿        革 

1968 年 ４月 免許制施行で大蔵大臣から、第１号、第２号、第４号証券免許を受ける 

1971 年 10 月 大阪証券取引所正会員に加入 

1973 年 12 月 広興証券株式会社を吸収合併 

1977 年 ６月 大蔵大臣から第３号免許を受ける 

1981 年 10 月 東京証券取引所正会員に加入 

1987 年 ４月 日本銀行当座預金取引および当座勘定付替取扱いを開始 

1988 年 ５月 当社株式を大阪証券取引所市場第二部特別指定銘柄に上場 

1990 年 ９月 当社株式を大阪証券取引所市場第一部に上場 

1991 年 ２月 当社株式を東京証券取引所市場第一部に上場 

1998 年 ９月 名古屋支店を本店に統合し、国内２店舗となる 

1998 年 12 月 証券登録制への移行により、内閣総理大臣から登録を受ける 

1998 年 12 月 証券投資者保護基金（現 日本投資者保護基金）に加入 

1999 年 10 月 東京都中央区日本橋兜町に東京支店を移転し、同月より営業を開始する 

2001 年 ５月 大阪市中央区北浜に本店を移転し、同月より営業を開始する 

2007 年 ９月 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業のみなし登録を受ける 

2009 年 ６月 第二種金融商品取引業の登録を受ける 

2014 年 ４月 大阪取引所デリバティブ（先物・オプション）全商品のインターネット取

引を開始する 

2014 年 11 月 当社証券基幹系システムを、クラウド環境ベースで提供するサービス事業

を開始する 

2017 年 ７月 独立ファイナンシャルプランナーとの業務提携により外国私募ファンド

の取扱いを開始する 

2017 年 10 月 普通株式 10 株につき１株の割合をもって株式併合、単元株式数を 1,000

株から 100株に変更 

2017 年 11 月 東京証券取引所上場の現物株式のインターネット取引を開始する 

2020 年 ７月 大阪取引所上場の商品先物の取扱いを開始する 
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（２）経営の組織 

 

 当社の経営組織の概要は次のとおりであります。（2021年３月 31 日現在） 
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４．株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数および総株主等の議

決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

（2021 年３月 31 日現在） 

氏 名 又 は 名 称  保有株式数（千株） 割合（％） 

１ 株 式 会 社 巽 也 蔵  2,224 
 

23.54 

２ 株 式 会 社 巽 事 務 所  1,474 
 

15.60 

３ 株 式 会 社 哲 学 の 道 文 庫  922 
 

9.76 

４ 株式会社日本カストディ銀行（信託口４）  407 
 

4.31 

５ 
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 

信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 
 289 

 
3.07 

６ 巽    大   介  245 
 

2.60 

７ 振 角 典 子  232 
 

2.46 

８ 株式会社日本カストディ銀行（信託口）  118 
 

1.26 

９ 川 上 英 之  77 
 

0.82 

10 株式会社日本カストディ銀行（信託口５）  71 
 

0.75 

 そ の 他    （5,460 名）  3,388 
 

35.83 

 合 計    （5,470 名）  9,455 
 

100.00 

  （注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

      

５．役員の氏名 

（2021 年３月 31 日現在） 

役 職 名 氏     名 
代 表 権 

の 有 無 

常 勤 ・ 非 

常 勤 の 別 

取 締 役 社 長  巽  大 介  有 常 勤 

取 締 役  西 川 雅 博  無 常 勤 

取 締 役  石 川 卓 也  無 常 勤 

取 締 役  山 本 將 晴  無 非 常 勤 

取 締 役 
（監査等委員） 

 森  正 行  無 常 勤 

取 締 役 
（監査等委員） 

 児 玉 憲 夫  無 非 常 勤 

取 締 役 
（監査等委員） 

 村 形  聡  無 非 常 勤 

  （注）取締役 山本 將晴、児玉 憲夫及び村形 聡は社外取締役であります。 
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６.政令で定める使用人の氏名 

 

（１）金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則を

いう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者（部長、次長、課長その他いかなる名

称を有するものであるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含

む。）の氏名 

（2021 年３月 31 日現在） 

氏 名 役 職 名 

坂 口  周 次 エ グ ゼ ク テ ィ ブ ・ マ ネ ー ジ ャ ー 

 

（２）投資助言業務（金融商品取引法第 28 条第６項に規定する投資助言業務をいう。）又は投資運用

業（同条第４項に規定する投資運用業をいう。）に関し、助言又は運用（その指図を含む。）を行

う部門を統括する者（金融商品の価値等(金融商品取引法第２条第８項第 11 号ロに規定する金融

商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断を行う者を含む。）の氏名 

 

該当事項はありません。 

 

 

７.業務の種別 

 

（１）金融商品取引業(金融商品取引法第２条第８項) 

① 法第 28 条第１項第１号に掲げる業務 

② 法第 28 条第１項第１号の２に掲げる業務 

③ 法第 28 条第１項第３号イに掲げる業務 

④ 法第 28 条第１項第３号ロに掲げる業務 

⑤ 法第 28 条第１項第３号ハに掲げる業務 

⑥ 有価証券等管理業務 

⑦ 第二種金融商品取引業 

 

（２）金融商品取引業付随業務(金融商品取引法第 35 条第 1 項) 

① 有価証券の貸借またはその媒介若しくは代理業務 

② 信用取引に付随する金銭の貸付業務 

③ 保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付業務 

④ 有価証券に関する顧客の代理業務 

⑤ 証券投資信託受益証券の収益金・償還金または解約金の支払に係る業務の代理業務 

⑥ 証券投資信託受益証券の金銭の分配・払戻金または残余財産の分配に係る業務の代理業務 

⑦ 累積投資契約の締結業務 

 

（３）前各号に掲げる業務の他、金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことのできる業務 

 

（４）その他前各号に付随する業務 
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８．本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 

 

名   称 所  在  地 

本    店  大阪市中央区北浜二丁目１番 10号 

東 京 店  東京都中央区日本橋兜町９番９号 

 

９. 他に行っている事業の種類 

 

①保険業法第２条第 26項に規定する保険募集業務 

②自ら所有する不動産の賃貸に係る業務 

③他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託

業務 

 

10．苦情処理および紛争解決の体制 

 

担当専門部署は監査グループ。『苦情紛争処理規程』、『苦情紛争対応要領』を定め、顧客か

らの苦情等に対して迅速・公平かつ適切な対応を行う体制としている。 

なお、苦情等の解決の為の外部機関を利用する措置を講じている。 

第一種金融商品取引業 

苦情処理及び紛争解決のために、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センタ

ー（FINMAC）」を利用（FINMACとの間で、手続実施基本契約を締結）。 

 

11．加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

 

  日本証券業協会 

証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 

 

12．会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 

 

  株式会社東京証券取引所 

  株式会社大阪取引所 

 

13．加入する投資者保護基金の名称 

 

日本投資者保護基金 
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Ⅱ 業務の状況に関する事項 

 

１．当期の業務概要 

当期の国内株式市場は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から急落した前年度末から反転、

総じてリスク選好的な動きが続き上昇相場となりました。世界的にコロナウイルス感染拡大の懸

念が依然として残るものの、先進各国の積極的な財政・金融政策、コロナウイルスワクチンの開

発・普及を背景に、世界経済の正常化が進むとの期待が広がり NY ダウは史上最高値を記録、日

本においても株式相場は年度末にかけて上値を追う展開となり、バブル崩壊後の高値を更新する

ものとなりました。 

この期間の日経平均株価は、期初の１万８千円台から上昇し、６月から２万３千円を挟んだボ

ックス相場がしばらく続いた後、11 月に入って再び株価が上向き、30 年ぶりとなる３万円台ま

で急上昇する動きとなりました。 

このような市場環境のなかで、当社は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止対策として、根

幹の証券業務が適切に行われる態勢を整備した上でリモートワーク機能を推進し、顧客への金融

商品・金融サービスの提供、市場での自己取引を行ないました。 

コンサルティング部門では、当社の掲げる「お客様本位の業務運営に係る方針」の下、ウィズ

コロナの状況も踏まえ、各種顧客向けセミナーや投資アドバイスをウェブ形式でも提供する一方、

７月には大阪取引所へ移管された金先物の取扱いを始めるなど商品選択肢の多様化も進めてま

いりました。当期は、顧客の投資マインドが回復したこと、また個人投資家の間でデリバティブ

取引の需要が顕在化、新規の口座開設が増加したことなどから、受入手数料は前年に比べて増加

し２億 25 百万円（前年比 149.4％）となりました。 

自己売買部門では、リスク管理を徹底した取引を行い、通常のディーリング損益は好調なもの

となり、一方で、保有有価証券も株式市場上昇による評価益を計上、当期のトレーディング損益

は復調して、６億 83 百万円（同 258.2％）の利益となりました。 

また、金融収益は、１億２百万円（同 75.7％）、販売費・一般管理費は９億 35百万円（同 98.8％）

となりました。 

 

［受入手数料］ 

当期の受入手数料は、２億 25 百万円（前期比 149.4％）となりました。 

 

（１）委託手数料 

当社の株式委託売買高は、金額で 518億 41 百万円（前期比 195.8％）、株数で 82 百万株（同

166.4％）となり、株券委託手数料は１億 71 百万円（同 140.3％）となりました。また、債券

委託手数料は２百万円（同 133.5％）となりました。 

 

（２）その他の受入手数料 

その他の受入手数料は 16 百万円（同 108.4％）となりました。 

 

［トレーディング損益］ 

当期のトレーディング損益は６億 83 百万円の利益（前期比 258.2％）となりました。この

うち株券等トレーディング損益については６億 80 百万円の利益（同 258.6％）、債券等・その

他のトレーディング損益は３百万円の利益（同 185.2％）となりました。 

 

［金融収支］ 

金融収益は１億２百万円（前期比 75.7％）となりました。また、金融費用は 35 百万円（同

318.4％）となり、金融収支は 67 百万円（前期１億 24 百万円）となりました。 
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［販売費・一般管理費］ 

販売費・一般管理費は９億 35 百万円（前期比 98.8％）となりました。 

 

［特別損益］ 

当期の特別損益の合計は、20 百万円の利益となりました。これは新株予約権戻入益等によ

るものであります。 

 

［損益状況］ 

以上ご報告申しあげました営業活動の結果、当期の営業収益は 11 億 11 百万円（前期比

174.1％）、経常損益は１億 76 百万円の利益（前期１億 68 百万円の損失）、当期純損益は１億

62 百万円の利益（同１億 69 百万円の損失）となりました。 
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２．業務の状況を示す指標 

 

(１) 経営成績等の推移                             （単位：百万円） 

 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

資本金 12,000 12,000 12,000 

発行済株式総数 9,486 千株 9,486 千株 9,486 千株 

営業収益 639 638 1,111 

（受入手数料） 161 151 225 

（（委託手数料）） 139 135 208 

（（引受け・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の手数料）） 
― ― ― 

（（募集・売出し・特定投資家向け

売付け勧誘等の取扱い手数料）） 
6 0 1 

（（その他の受入手数料）） 16 14 16 

（その他/保険代理店手数料等）  0 0 0 

（トレーディング損益） 320 264 683 

 （（株券等トレーディング損益）） 316 263 680 

 （（債券等トレーディング損益）） 3 1 3 

 （（その他のトレーディング損益）） △0 0 △0 

純営業収益 630 627 1,069 

経常損益 △205 △168 176 

当期純損益 △149 △169 162 

 

（２）有価証券引受・売買等の状況 

① 株券売買高の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）  （単位：百万円） 

                          2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

自 己  28,551 26,946 14,375 

委 託  23,998 26,470 51,841 

合 計  52,550 53,416 66,217 

 

①-2 株券の売買高の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに限る。） 

該当事項はありません。 
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② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売

出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱状況（電子募集取扱業務に係る

もの及び電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。） 

 

                   （単位：百万円） 

区 分 引 受 高 売 出 高 

特定投資家向け

売付け勧誘等の

総 額 

募 集 の 

取 扱 高 

売 出 し の 

取 扱 高 

私 募 の 

取 扱 高 

特定投資家向け

売付け勧誘等の

取 扱 高 

  

2 

0 

1 

9

年

３

月

期 

株 券 ― ― ― 1 ― ― ― 

国 債 証 券 300 ― ― 27 ― ― ― 

地 方 債 証 券 ― ― ― ― ― ― ― 

特 殊 債 券 ― ― ― ― ― ― ― 

社 債 券 ― ― ― ― ― ― ― 

受 益 証 券 ― ― ― 245 ― 3,136 ― 

そ の 他 ― ― ― ― ― ― ― 

合 計 300 ― ― 274 ― 3,136 ― 

  

2 

0 

2 

0

年

３

月

期 

株 券 ― ― ― 0 ― ― ― 

国 債 証 券 200 ― ― 40 ― ― ― 

地 方 債 証 券 ― ― ― ― ― ― ― 

特 殊 債 券 ― ― ― ― ― ― ― 

社 債 券 ― ― ― ― ― ― ― 

受 益 証 券 ― ― ― 69 ― ― ― 

そ の 他 ― ― ― ― ― ― ― 

合 計 200 ― ― 110 ― ― ― 

  

2 

0 

2 

1

年

３

月

期 

株 券 ― 0 ― 2 ― ― ― 

国 債 証 券 300 ― ― ― ― ― ― 

地 方 債 証 券 ― ― ― ― ― ― ― 

特 殊 債 券 ― ― ― ― ― ― ― 

社 債 券 ― ― ― ― ― ― ― 

受 益 証 券 ― ― ― 61 ― ― ― 

そ の 他 ― ― ― ― ― ― ― 

合 計 300 0 ― 63 ― ― ― 

 

②-2 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売

出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電子募集取扱業務に

係るものに限る。） 

該当事項はありません。 

 

②-3 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売

出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電子記録移転有価証

券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

該当事項はありません。 
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（３）その他業務の状況 

① 公社債の払込金の受入れおよび元利金支払の代理業務状況 

                                    （単位：百万円） 

 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

 払 込 金 の 受 入 額  27 40 ― 

 元 金 の 支 払 額  182 63 48 

 利 金 の 支 払 額  9 6 3 

 元利金の支払額合計  191 69 52 

 

 ② 証券投資信託受益証券の収益金、償還金および一部解約金支払の代理業務状況 

                                    （単位：百万円）  

 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

  収 益 金 支 払 額  87 54 35 

  償 還 金 支 払 額  ― ― ― 

  解 約 金 支 払 額  1,492 2,296 3,246 

 

③ 有価証券の貸借およびこれにともなう業務の状況（信用取引に係る顧客への融資および貸株） 

   （単位：千株、百万円）  

    区 分 

 

 期 別 

顧客の委託にもとづいておこなった融資

額とこれにより顧客が買付けている株数 

顧客の委託にもとづいておこなった貸株

数とこれにより顧客が売付けている代金 

株  数 金  額 株  数 金  額 

2019 年３月期  972 596 4 20 

2020 年３月期  306 347 3 36 

2021 年３月期  955 1,375 10 86 

 

(４) 自己資本規制比率の状況 

（単位：百万円）  

 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

自己資本規制比率（Ａ） /（Ｂ）×100 1,419.8 ％ 1,289.5 ％ 1,126.0 ％ 

固定化されていない自己資本の額 （Ａ） 10,332  9,715  10,495  

リスク相当額 （Ｂ） 727  753  932  

 市 場 リ ス ク 相 当 額 499  521  665  

 取 引 先 リ ス ク 相 当 額 16  12  35  

 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額 211  218  231  

 暗 号 資 産 等 に よ る 控 除 額 ―   ―  ―  

 

（５）使用人の総数および外務員の総数 

  （単位：名）  

区     分 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期 

使  用  人 44 42 43 

（うち 外 務 員） 40 38 39 
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③ 【株主資本等変動計算書】 
前事業年度(自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日) 
 

 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他 

資本剰余金 
資本剰余金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

別途積立金 繰越利益剰余金 

当期首残高 12,000 3,000 1,128 4,128 300 △91 208 

当期変動額               

別途積立金の取崩     △300 300  

剰余金の配当           △131  △131 

当期純損失（△）           △169 △169 

自己株式の取得               

自己株式の処分   △22 △22    

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
             

当期変動額合計 ― ― △22 △22 △300 △0 △300 

当期末残高 12,000 3,000 1,106 4,106 ― △92 △92 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証券 

評価差額金 

評価・ 

換算差額等合計 

当期首残高 △87 16,249 486 486 21 16,758 

当期変動額             

別途積立金の取崩      ― 

剰余金の配当   △131       △131 

当期純損失（△）   △169       △169 

自己株式の取得 △0 △0       △0 

自己株式の処分 49 27    27 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  △95 △95 △0 △95 

当期変動額合計 49 △273 △95 △95 △0 △369 

当期末残高 △37 15,976 391 391 21 16,388 
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当事業年度(自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日) 
 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他 

資本剰余金 
資本剰余金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

別途積立金 繰越利益剰余金 

当期首残高 12,000 3,000 1,106 4,106 - △92 △92 

当期変動額        

別途積立金の取崩        

剰余金の配当        

剰余金(その他資本剰余

金)の配当 
  △66 △66    

当期純利益      162 162 

欠損填補   △92 △92  92 92 

自己株式の取得        

自己株式の処分        

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
       

当期変動額合計 - - △158 △158 - 254 254 

当期末残高 12,000 3,000 947 3,947 - 162 162 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証券 

評価差額金 

評価・ 

換算差額等合計 

当期首残高 △37 15,976 391 391 21 16,388 

当期変動額       

別途積立金の取崩      - 

剰余金の配当      - 

剰余金(その他資本剰余

金)の配当 
 △66    △66 

当期純利益  162    162 

欠損填補      - 

自己株式の取得 △2 △2    △2 

自己株式の処分      - 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
  211 211 △21 190 

当期変動額合計 △2 93 211 211 △21 284 

当期末残高 △40 16,070 603 603 - 16,673 
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【注記事項】 

（重要な会計方針） 

１.トレーディングに関する有価証券等の評価基準および評価方法 

   当社におけるトレーディング商品に属する有価証券およびデリバディブ取引等については、時

価法を採用しております。 

 

２.トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準および評価方法 

   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）の規定

にもとづき、トレーディング関連以外の有価証券等については、以下の評価基準および評価方法

を適用しております。 

（１）満期保有目的の債券 

償却原価法によっております。 

（２）その他有価証券 

ア．時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等にもとづく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価ないし

償却原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。売却原価については

移動平均法により算定しております。 

イ．時価のないもの 

移動平均法による原価法ないし償却原価法によっております。なお、投資事業有限責任

組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決

算書等を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

（３）子会社株式および関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

 

３.固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、1998 年４月 1 日以後に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに 2016 年４

月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

・建物   ６～50 年 

・器具備品 ３～20 年 

 
（２）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）

にもとづく定額法によっております。  
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４.引当金および特別法上の準備金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払に備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額

を計上しております。 

（３）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見

込額にもとづき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

①退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる

方法については、期間定額基準によっております。 

②数理計算上の差異の費用処理方法 

発生の翌年度に一時処理しております。 

（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規にもとづく支給見込額を計上しております。 

（５）金融商品取引責任準備金 

証券事故による損失に備えるため、「金融商品取引法」第 46条の５の規定にもとづき、「金

融商品取引業等に関する内閣府令」第 175 条に定めるところにより算出された額を計上して

おります。 

 

５.消費税等の会計処理方法 

   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

６．(未適用の会計基準等) 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31日） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 日） 

 

（１）概要 

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識

されます。 

ステップ 1：顧客との契約を識別する。 

ステップ 2：契約における履行義務を識別する。 

ステップ 3：取引価格を算定する。 

ステップ 4：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

ステップ 5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

  

（２）適用予定日 

2022 年３月期の期首より適用予定であります。 

 

（３）当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。  
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30号 2019 年７月４日） 

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年７月４日） 

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019 年７月４日） 

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日） 

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19号 2020 年３月 31 日） 

  

(1) 概要 

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時

価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用

されます。 

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品 

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産 

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内

訳等の注記事項が定められました。 

  

(2) 適用予定日 

2022 年３月期の期首より適用予定であります。 

  

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。 

 

 

（追加情報） 

今時のコロナ禍のなかで、新しいコミュニケーションやコラボレーションのツールやシステムが進

展しつつあり、当たり前だと思われてきた常識が激変し、新しい生活様式や従来にないビジネス、新

しい価値観が登場してきています。今後、社会経済に構造変化・パラダイムシフトが生じる可能性が

高く、そのなかで当社は、常に未来志向・進取の精神で臨み、如何なる局面にも対応できる態勢を講

じてまいります。 

景気の先行きは今なお予断を許さない状況ですが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によっ

て内外経済がさらに下振れするリスクに備えた対策をとることは必要であり、経済情勢が厳しい状況

になった場合には、証券業は金融資本市場の変動の影響を受けやすい業態の性格上、経営成績に影響

が出る可能性があります。 

なお、現下の状況において、金融インフラとしての基幹業務が円滑に行われるよう必要な対策をと

っており、新型コロナウイルス感染症の影響が会計上の見積りに重要な影響を与えないものと判断し

ております。  
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（貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産から控除した減価償却累計額 

 
第60期 

(2020年３月31日) 
第61期 

(2021年３月31日) 

建物 1,895 百万円 1,942 百万円 

器具備品 411 百万円 422 百万円 

  計 2,307 百万円 2,365 百万円 

 

※２ 担保に供している資産 

区分 

担保資産の対象となる債務 担保に供している資産 

債務の種類 
期末残高 
(百万円) 

トレーディング 
商品 

(百万円) 

投資有価証券 
(百万円) 

計 
(百万円) 

第60期 
2020年３月31日 

信用取引借入金 40 251 400 651 

計 40 251 400 651 

第61期 
2021年３月31日 

信用取引借入金 615 ― 829 829 

計 615 ― 829 829 

(注) １ 担保に供している資産は、期末帳簿価額を記載しております。 

２ 上記のほか、信用取引の自己融資見返株券を清算基金の代用として第60期は108百万円、第61期は４百万円

差し入れております。 

３ (1) 差し入れた有価証券の時価額 

 

第60期 
(2020年３月31日) 

第61期 
(2021年３月31日) 

(百万円) (百万円) 

信用取引貸証券 31 84 

信用取引借入金の本担保証券 39 586 

差入証拠金代用有価証券 1,758 2,097 

長期差入保証金代用有価証券 22 33 

その他担保として差し入れた有価証券 ― ― 

 
  (2) 差し入れを受けた有価証券の時価額 

 

第60期 
(2020年３月31日) 

第61期 
(2021年３月31日) 

(百万円) (百万円) 

信用取引借証券 155 464 

信用取引貸付金の本担保証券 287 1,348 

受入保証金代用有価証券 665 1,293 

受入証拠金代用有価証券 ― 7 

その他担保として受け入れた有価証券 14 17 

 

※３ 特別法上の準備金 

 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金    

金融商品取引法第46条の５ 
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（損益計算書関係） 

※１ トレーディング損益の内訳 

 第60期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

   

 
実現損益 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等 
トレーディング損益 

305 △41 263 

債券等・その他の 
トレーディング損益 

△4 5 1 

うち債券等 
トレーディング損益 

(△4) (5) (1) 

うちその他の 
トレーディング損益 

(△0) (―) (0) 

計 301 △36 264 

 

 第61期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

   

 
実現損益 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等 
トレーディング損益 

460 220 680 

債券等・その他の 
トレーディング損益 

2 0 3 

うち債券等 
トレーディング損益 

(2) (0) （3) 

うちその他の 
トレーディング損益 

(△0) (―) （△0) 

計 462 220 683 

 

※２ 金融収益の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

信用取引収益 92百万円 72百万円 

受取配当金 41百万円 28百万円 

受取債券利子 1百万円 0百万円 

受取利息 ―百万円 0百万円 

その他 0百万円 2百万円 

   計 135百万円 102百万円 

 

※３ 金融費用の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

信用取引費用 11百万円 35百万円 

支払利息 ―百万円 0百万円 

   計 11百万円 35百万円 
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※４ 取引関係費の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

支払手数料 15百万円 15百万円 

取引所・協会費 28百万円 28百万円 

通信・運送費 23百万円 25百万円 

旅費・交通費 4百万円 2百万円 

広告宣伝費 1百万円 1百万円 

交際費 4百万円 1百万円 

   計 78百万円 74百万円 

 

※５ 人件費の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

役員報酬・従業員給与 361百万円 345百万円 

その他の報酬・給料 20百万円 21百万円 

福利厚生費 43百万円 44百万円 

賞与引当金繰入 13百万円 14百万円 

退職給付費用 4百万円 1百万円 

役員退職慰労引当金繰入 17百万円 16百万円 

   計 460百万円 443百万円 

 

※６ 不動産関係費の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

不動産費 21百万円 22百万円 

器具備品費 118百万円 121百万円 

   計 139百万円 143百万円 

 

※７ 事務費の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

事務委託費 11百万円 15百万円 

事務用品費 0百万円 1百万円 

   計 12百万円 16百万円 

 

※８ 租税公課の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

事業所税 3百万円 3百万円 

外形標準課税 85百万円 89百万円 

印紙税 0百万円 0百万円 

不動産取得税・固定資産税 39百万円 38百万円 

その他 17百万円 19百万円 

   計 146百万円 150百万円 

 
  



23 
 

※９ 販売費・一般管理費の「その他」の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

教育研修費・営業資料費 0百万円 0百万円 

図書費 1百万円 1百万円 

水道光熱費 10百万円 12百万円 

諸会費・会議費 2百万円 2百万円 

寄付金 0百万円 0百万円 

その他 19百万円 18百万円 

   計 35百万円 35百万円 

 

※10 営業外収益の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

（営業外収益）   

投資事業組合運用益 87百万円 ―百万円 

受取配当金（その他有価証券） 38百万円 35百万円 

取引拡大インセンティブ 18百万円 14百万円 

預金利息 7百万円 6百万円 

その他 3百万円 12百万円 

   計 155百万円 68百万円 

 

※11 営業外費用の内訳 

 
第60期 

(自  2019年４月１日 
至  2020年３月31日) 

第61期 
(自  2020年４月１日 
至  2021年３月31日) 

（営業外費用）   

投資事業組合運用損  ―百万円 25百万円 

その他 4百万円 0百万円 

   計 4百万円 25百万円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

第61期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 9,486 ― ― 9,486 

 

２ 自己株式に関する事項 

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 31 3 ― 34 

 

(変動事由の概要) 

 単元未満株式の買取による増加               0千株 

 所在不明株主の株式買取による増加             2千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項  

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

2020年６月25日 
 定時株主総会 

普通株式 66 7.0 2020年３月31日 2020年６月26日 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

2021年４月22日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 122 13.0 2021年３月31日 2021年６月９日 
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２. 借入金の主要な借入先および借入金額                       

   （単位:百万円） 

          期 別  

  

借入先 

第 60 期 

（2020 年３月 31 日現在） 

第 61 期 

（2021 年３月 31 日現在） 

金 額 金 額 

日 本 証 券 金 融  40 615 

合   計 40 615 

 

３. 保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得

価額、時価および評価損益 

（単位:百万円） 

 

 
2020 年３月期 2021 年３月期 

取得価額 時  価 評価損益 取得価額 時  価 評価損益 

1. 流動資産 

株 式 

債 券 

その他 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

2. 固定資産 

株 式 

債 券 

その他 

1,607 

1,007 

― 

600 

1,698 

1,166 

― 

532 

91 

159 

― 

△67 

2,297 

1,697 

― 

600 

2,853 

2,287 

― 

565 

556 

590 

― 

△34 

 

４. デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契約価額、

時価および評価損益 

 

（１）先物取引・オプション取引の状況 

該当事項はありません。 

 

（２）有価証券店頭デリバティブ取引の状況 

該当事項はありません。 

 

５. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 

 

当社は、会社法第 436 条第２項および金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定にもとづき、第 60

期事業年度（2019 年４月１日から 2020 年３月 31日まで）および第 61 期事業年度（2020 年４月１日

から 2021 年３月 31 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりま

す。 
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Ⅳ 管理の状況 

 

１.内部管理の状況の概要 

 

（１）内部管理組織 

内部管理部門は監査グループおよび内部統制監査室で構成されております。 

 

（２）業務分掌 

監査グループ 

・内部管理業務全般にわたる企画、立案業務ならびに各部店における内部管理および法令、規

則・社内規則等の遵守に関する業務 

・顧客の有価証券売買とその他取引等の状況考査 

・営業員の営業活動等の状況考査 

・業務監査および会計検査の実施ならびに顧客管理等に関する業務 

・公正な株価形成維持の為、法令、取引所・協会の規則遵守と株価形成動向監視業務 

・内部者取引管理規定に基づくインサイダー取引管理に関する業務 

・顧客分別金信託および有価証券の分別管理に関する状況考査 

 

内部統制監査室 

・内部統制監査に関する基本方針の企画 

・財務報告に係る内部統制の整備状況、運用状況の検討ならびに評価 

 

（３）顧客からの相談および苦情に対する具体的な取扱い方法および内部管理体制 

当社ホームページ掲載のとおり、インターネットによる「お問い合わせフォーム」および

お客様苦情相談窓口（TEL0120－038617）を設置し、顧客からの相談および苦情に対応する

体制を整備しております。 
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２．分別管理等の状況 

 

（１）金融商品取引法第 43 条の２の規定に基づく分別管理の状況 

当社は有価証券市場デリバティブ取引と商品関連市場デリバティブ取引に係る分別管理を一

括して行っております。 

 

① 顧客分別金信託の状況                        （単位：百万円）  

項   目 
2020 年３月 31 日 

現在の金額 

2021 年３月 31 日 

現在の金額 

直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 2,613 3,370 

期末日現在の顧客分別金信託額 3,000 3,550 

期末日現在の顧客分別金必要額 2,509 3,296 

 

② 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況 

イ 保護預り等有価証券 

有価証券の種類 
2020 年３月 31 日現在 2021 年３月 31 日現在 

国内証券 外国証券 国内証券 外国証券 

株   券 株 数 19,356千 株 953千 株 18,767千 株 961千 株 

債   券 額 面 金 額 
215 百万円 14,000千 JPY 207 百万円 ―千 JPY 

― 1,644千 AUD ― 1,085千 AUD 

受 益 証 券 口 数 
1,071百万口 

― 

0千 USD 

0百万口 

1,142百万口 

― 

0千 USD 

0百万口 

そ の 他 額 面 金 額 30,634 個 ― 30,634 個 ― 

 

ロ 受入保証金代用有価証券 

有価証券の種類 
2020 年３月 31 日現在 2021 年３月 31 日現在 

数   量 数   量 

株   券 株 数 2,833 千 株  2,677 千 株  

債   券 額 面 金 額 ― 百 万 円  ― 百 万 円  

受 益 証 券 口 数 421 百 万 口  21 百 万 口  

そ の 他 額 面 金 額 ―   ―   

 

ハ 保管管理の状況 

株     券……口座管理、同業他社３社 

債     券……日本銀行、だいこう証券ビジネス、同業他社１社 

受 益 証 券……口座管理、だいこう証券ビジネス、同業他社３社 

そ の 他……口座管理 

顧客分別金信託……三井住友信託銀行、りそな銀行 

 

 ③ 対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る分別管理の状況 

      該当事項はありません。 

 

④ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等（令第１条の 12 第２号に規定する権利を除

く。）に限る。）の分別管理の状況 

該当事項はありません。 
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（２） 金融商品取引法第 43 条の２の２の規定に基づく区分管理の状況 

    該当事項はありません。 

 

（３） 金融商品取引法第 43 条の３の規定に基づく区分管理（電子記録移転有価証券表示権利等に係

るものを除く。）の状況 

     該当事項はありません。 

 

Ⅴ 連結子会社等の状況に関する事項 

 

1. 当社及びその子会社等の集団の構成 

 

当企業集団は、当社および子会社１社から構成されております。当社の子会社である株式会社亀

山社中は、主たる事業として経営、投資に関するコンサルティング業務等を営むことを目的として

おりますが、現在は実質的な事業活動をおこなっておりません。 

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 51 年大蔵省令第 28 号）第５条

第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金およびキャッシュ・フローそ

の他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する

合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりませ

ん。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりで

あります。 

 

 資 産 基 準 0.0 ％ 

 売 上 高 基 準 0.0 ％ 

 利 益 基 準 0.3 ％ 

 利益剰余金基準 3.4 

 

％ 

 会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

 

以  上 


